
  
 

大和市告示第１１号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により次のとおり市道の路線又はその

一部を廃止し、同法第１８条第２項の規定により平成２８年１月３１日から供用を廃止する。なお、

関係図面は、本市都市施設部土木管理課において、同日から２週間（ただし、日曜日及び土曜日並び

に国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の一般の縦覧に

供する。 

平成２８年１月３１日 

大和市長    大 木   哲 

 
 

路 線 名 起   点 終   点 幅 員（ｍ） 延 長（ｍ） 重要な

経過地

中央林間支線

１号 
中央林間西七丁目 
３９１０番  

中央林間西七丁目 
３９５３番 

２．７３ ４７８．２０  

中央林間支線

２号 
中央林間西七丁目 
３９６９番１ 

中央林間西七丁目 
４０６２番 

２．７３ ７１．４９  

中央林間支線

３号 
中央林間西七丁目 
４０５７番 

中央林間西七丁目 
４０７９番 

１．８２ １１４．０１  

中央林間支線

４号 
中央林間西七丁目 
３０９８番 

中央林間西七丁目 
４００８番 

２．７３ ５７２．００  

中央林間支線

６２号 
中央林間西七丁目 
４１２３番 

中央林間西七丁目 
４１３２番 

５．４５ 

～５．４６ 

４６．７６  

中央林間支線

９０号 
中央林間西七丁目 
４１２１番 

中央林間西七丁目 
４１３８番３ 

２．７３ ２７２．２５  

林間路線１号 中央林間西七丁目 
３９０９番 

中央林間西七丁目 
３９５０番 

２．７２ 

～２．７３ 

４２８．４７  

林間路線２号 中央林間西七丁目 
３９１１番 

中央林間西七丁目 
３９７５番 

２．７３ ４５２．６９  

林間路線１号

支線１号 
中央林間西七丁目 
３８８９番 

中央林間西七丁目 
３９４５番 

２．７３ ３３２．１５  

林間路線２号

支線１号 
中央林間西七丁目 
３９９２番 

中央林間西七丁目 
４０１７番 

２．７３ ２５４．８０  

林間路線２号

支線２号 
中央林間西七丁目 
３９９１番 

中央林間西七丁目 
４０２３番 

２．７３ ２８９．８６  

林間路線２号

支線３号 
中央林間西七丁目 
３９７８番 

中央林間西七丁目 
４０４２番 

２．７３ ３１０．０７  

林間路線２号

支線４号 
中央林間西七丁目 
３９７５番 

中央林間西七丁目 
４０４８番 

２．７３ ３３８．７１  

大和南５号 大和南一丁目  
１１５６番  

大和南一丁目 
１１５６番 

４．００ ３９．３４ 

 

 

大和南６号 大和南一丁目  
１１５６番  

大和南一丁目 
１１５６番 

６．００ 

 

１０７．４１  

 


